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北九州市監査公表第３７号 

平成２７年８月２１日 

北九州市監査委員  小 村 洋 一

同         廣 瀬 隆 明

同         後 藤 雅 秀

同         三 宅 まゆみ

包括外部監査人の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地

方自治法第２５２条の３８第６項の規定により、次のとおり公表する。

１ 外部監査の種類

  包括外部監査

２ 選定した特定の事件

  公の施設の管理運営及び指定管理者制度について

３ 監査の期間

  平成２６年７月１０日から平成２７年２月２４日まで

４ 監査公表の時期

  平成２７年３月２０日（平成２７年監査公表第１４号）
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５ 監査の結果に基づく措置状況 

（１）市民会館（門司、若松、八幡） 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

【再委託の承認手続の不備について】 

指定管理者が指定管理業務の一部を

第三者に委託するに当たり、指定管理者

からは再委託承諾願が提出されている

が、市は事前に書面による承諾を行って

いない。 

市は、基本協定に基づき、事前に書面

により承諾を行う必要がある。 

（市民文化スポーツ局文化企画課） 

指定管理者から再委託承諾願が提出

された場合の承諾は、書面によって行う

よう平成２７年３月中旬に関係職員に

周知徹底した。 

なお、平成２７年度については、指定

管理業務委託の実施にあたり、指定管理

者から再委託承諾願が提出され、書面に

よる承諾を実施済みである。 
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（２）勤労青少年ホーム（門司、若松、八幡西） 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

【指定管理者選定に係る検討会の評価

の方法について】 

指定管理者候補検討会（以下、「検討

会」という。）の書類を閲覧したところ、

各構成員が記入する「指定管理者候補検

討シート」について、構成員名、総評及

び付帯意見の欄は空欄であったが、評価

レベルやその理由を記入する欄を見る

と、市があらかじめ記入した状態で配布

されており、その内容を検討会で審査

し、検討会としての意志決定を行うとい

う方法をとっていた。 

 本来、評価レベルの検討及びその理由

は、構成員が記入すべきであり、市は、

構成員が記入する事項は空欄のままで

配布する必要がある。 

（保健福祉局総務課） 

平成２７年度に指定管理者候補を選

定する検討会では、評価レベルやその理

由を記入する欄は空欄の状態で、検討シ

ートを構成員に配布することとしてい

る。 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

【基本協定に基づく業務報告書（月報）

の一部未提出について】 

基本協定において、指定管理者から市

へ毎月、施設利用率の報告を行うことが

規定されているが、市は、指定管理者か

ら報告を受けていなかった。市は、基本

協定に基づいた要件を満たした業務報

告書を提出させる必要がある。 

（保健福祉局総務課） 

平成２７年度の業務報告書から、施設

の利用状況を把握するため、各部屋ごと

の利用人数、利用件数、稼働率を提出さ

せることとした。 
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（３）子どもの館、子育てふれあい交流プラザ 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

【市発注の工事の手続きについて】 

 市は、施設の管理に関し、工事を随意

契約により発注している。実質的には、

１社見積りにより業者を選定している

が、事後的に他の２社からの見積書を発

注業者を通じて徴取している。 

 工事の経緯等からみると、１社からの

見積書でも処理は可能であったが、担当

職員は、３社からの見積書が必要と判断

し、このような行為を行っている。また、

組織的な対応も不十分であったと考え

る。 

 市は、組織として適切な処理を行う体

制の整備や職員に対するコンプライア

ンス研修等を実施することが必要であ

る。 

（子ども家庭局総務企画課） 

 今回の監査の指摘を受けて、市の調達

にあたっての適正な見積書の聴取につ

いて、全市的に通知を行い、同種事案の

再発防止に努めるとともに、事務手順を

具体化・明確化した。 

この通知に基づき、４月の事務改善会

議において、見積書の聴取に係る適正な

手続きについて周知徹底するとともに、

コンプライアンスに関する研修を行っ

た。 

 現在、「見積り合せ実施通知」を作成

し、事前に所属長まで決裁を得ることや

相談しやすい組織体制づくりに取組ん

でおり、２度と本事例のような事態を招

くことのないよう努めている。 

（４）北九州市民球場等２スポーツ施設 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

【収支報告書における委託費の計上方

法について】 

指定管理者で計上されている指定管

理業務の委託費の金額に、業務の収支差

額が含まれていたため、収支差額がある

ものとして収支報告書を作成するよう

市は指導すべきである。 

（市民文化スポーツ局スポーツ振興課）

 平成２７年１月、指定管理者に対し、

適切な項目に費用を計上し、収支差額が

発生した場合、会計報告書に記載するよ

うに口頭にて指導した。 
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（５）響灘緑地（グリーンパーク） 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

【市発注の修繕工事に係る手続につい

て】 

平成２５年度に、市が発注した工事に

関し、見積り合わせが行われているが、

提出した業者の見積書及び見積明細書

の記載方法及び内容に不自然な点が見

受けられる。 

このような場合、市は、透明性及び競

争性を確保するため、発注手続を中断

し、関係者から事情を聴取するなど、よ

り慎重に実施すべきである。 

（建設局公園管理課） 

 当該工事については、監査の指摘を受

けて、業者にヒアリングを行った結果、

不正がなかったことを確認した。 

 平成２７年３月に、具体化・明確化さ

れた見積書の徴取に関する事務手順を

周知徹底し、平成２７年４月以降、見積

り合わせ実施通知を選定業者へ個別に

渡し、各社から見積書等の提出を受けて

いる。 

今後とも見積書や見積明細書などに

不自然な点が見受けられた場合には、そ

の時点で業者に確認を行い、不審な場合

は中断するなど、適正な契約事務に努め

てまいりたい。 
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６ 監査の結果（意見）に基づく措置状況 

（１）市民会館（門司、若松、八幡） 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【一部利用料金制の導入について】 

現在、本施設では、利用料金制を採用

しておらず、利用料金収入は市の収入と

なっている。そのため、指定管理者の努

力により、施設の利用者数を向上させ、

利用料金収入が増加しても、指定管理者

は、金銭的メリットを受けることができ

ない。 

市は、一部利用料金制等の導入を検討

することが望まれる。 

（市民文化スポーツ局文化企画課） 

 本市の芸術文化施設の利用状況や他

都市の事例などを参考にしながら、対応

を検討したい。 

（２）戸畑市民会館 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【一部利用料金制の導入について】 

 現在、本施設では、利用料金制を採用

しておらず、利用料金収入は市の収入と

なっている。そのため、指定管理者の努

力により、施設の利用者数を向上させ、

利用料金収入が増加しても、指定管理者

は、金銭的メリットを受けることができ

ない。 

市は、一部利用料金制等の導入を検討

することが望まれる。 

（市民文化スポーツ局文化企画課） 

 本市の芸術文化施設の利用状況や他

都市の事例などを参考にしながら、対応

を検討したい。 
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（３）勤労青少年ホーム（門司、若松、八幡西） 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【指定管理者選定に係る公募方式の採

用について】 

市は、現在の指定管理期間について、

条件付き公募により指定管理者を選定

している。 

 しかし、条件付き公募を採用しなけれ

ばならない理由はないため、次回選定時

には公募により選定することが望まれ

る。 

（保健福祉局総務課） 

平成２７年度の指定管理者選定時から

公募とするため、条件付き公募を廃止す

る条例改正議案を平成２７年６月議会

に提出し、可決された。（公募による募

集を行う。） 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【本施設のあり方の検討について】 

本施設は、本来、勤労青少年の利用を

主目的とした施設であるが、利用者に占

める勤労青少年の利用者の割合はおお

むね２０％以下にとどまっている。 

 設置の主目的と利用状況のかい離が

大きい状況にあるため、市は、本施設の

あり方について、検討するとともに、勤

労青少年の利用向上に向けた対策をと

ることが望まれる。 

（保健福祉局総務課） 

現在、公共施設のマネジメントにおい

て、市民が集会などで利用できる生涯学

習関連施設等は、市全体におけるあり方

を検討しており、勤労青少年ホームにつ

いても、この中で検討を行なう。（平成

２７年度中に施設分野別計画策定予

定。） 
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（４）子どもの館、子育てふれあい交流プラザ 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【市外からの利用者に対する利用料金

の見直し検討について】 

 本施設については、交通利便性がよい

ことや近隣に同様の施設がないことな

どから、市外居住者も利用している。 

 しかし、本施設の整備・運営に係る経

費については、全て市が負担しているこ

とから、市外居住者の利用料金につい

て、見直しを検討することが望まれる。

（子ども家庭局総務企画課） 

 平成２５年度の市外居住者の利用状

況を調査したところ、「子どもの館」の

会員パスで 13.4％、貸室で 36.4％、合

計で 18.8％の利用であった。また、「子

育てふれあい交流プラザ」では、パスポ

ートで 14.6％、貸室で 10.8％、合計で

13.8％の利用であった。 

 それぞれの施設において、１割強から

２割弱の市外居住者の利用があること

から、監査の意見を踏まえ、今後、継続

的に市外居住者の利用状況を把握する

とともに、指定管理者による事務の煩雑

さなどについて協議を行いながら、利用

料金の見直しについて検討したい。 

 なお、見直しにあたっては、市の行財

政改革に基づき、今後検討されることと

されている、市全体の公共施設の利用料

金の見直しに係る考え方を勘案しなが

ら進めていく。 
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（５）総合体育館等３７スポーツ施設 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【一部利用料金制の導入について】 

現在、本施設では、利用料金制を採用

しておらず、利用料金収入は市の収入と

なっている。そのため、指定管理者の努

力により、施設の利用者数を向上させ、

利用料金収入が増加しても、指定管理者

は、金銭的メリットを受けることができ

ない。 

市は、一部利用料金制等の導入を検討

することが望まれる。 

（市民文化スポーツ局スポーツ振興課）

 本市のスポーツ施設の利用状況や、他

都市の事例などを参考にしながら、対応

を検討したい。 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【指定管理者公募単位の見直しについ

て】 

 本施設については、３７施設を一括し

て指定管理者を公募しており、スポーツ

施設全体をみると、規模が比較的大きい

施設、それ以外の市東部２７施設とに分

けて公募しているが、施設の多様性、地

理的環境を踏まえるとこれらの公募単

位を見直すことが望まれる。 

（市民文化スポーツ局スポーツ振興課）

 公共施設マネジメントの公共施設の

再配置計画に合わせて、募集単位の見直

しを行う予定である。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【施設管理を委託している運営委員会

等に対するルールの明確化について】 

 指定管理者は、施設管理を委託してい

る各運営委員会等から会計報告書を受

け取っているものの、支出可能な費目や

領収書の添付、謝金の支払処理方法等の

規程が明確でないため、統一的な事務処

理がなされておらず、指定管理者におけ

るチェックも適切に実施できていない。

市は、各運営委員会等に対するルールを

明確にし、指定管理者が適切に支出内容

等をチェックできるような体制が整え

るよう指導することが望まれる。 

（市民文化スポーツ局スポーツ振興課）

 市で管理運営要領を再度確認し、経費

の支出等について、より適切な事務処理

ができ、チェックできる仕組みを作る予

定である。（Ｈ２７年度中） 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【利用者アンケートの調査票の見直し

について】 

 利用者アンケートの調査票は、表裏の

両面に回答欄があり、回収された調査票

を見ると、裏面のみ未回答のものが散見

された。 

記入漏れを防ぐため、重要なアンケー

ト項目は、アンケート調査票の前半部分

に記載する等、市は、調査票の様式等に

ついて見直すことが望まれる。 

（市民文化スポーツ局スポーツ振興課）

 利用者アンケートの調査票は、通常、

表面のみの様式としている。

平成２５年度については、質問数を増

やしたため裏面にも回答欄を設けたが、

平成２６年度以降は、表面のみの記入の

様式としている。

なお、監査の意見を踏まえ、今後、質

問数を増やす際は、未回答部分が生じな

いように様式を工夫する。 
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（６）門司体育館等２７スポーツ施設 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【一部利用料金制の導入について】 

 現在、本施設では、利用料金制を採用

しておらず、利用料金収入は市の収入と

なっている。そのため、指定管理者の努

力により、施設の利用者数を向上させ、

利用料金収入が増加しても、指定管理者

は、金銭的メリットを受けることができ

ない。 

市は、一部利用料金制等の導入を検討

することが望まれる。 

（市民文化スポーツ局スポーツ振興課）

 本市のスポーツ施設の利用状況や、他

都市の事例などを参考にしながら、対応

を検討したい。 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【指定管理者公募単位の見直しについ

て】 

 本施設については、２７施設を一括し

て指定管理者を公募しており、スポーツ

施設全体をみると、規模が比較的大きい

施設、それ以外の市西部３７施設とに分

けて公募しているが、施設の多様性、地

理的環境を踏まえるとこれらの公募単

位を見直すことが望まれる。 

（市民文化スポーツ局スポーツ振興課）

 公共施設マネジメントの公共施設の

再配置計画に合わせて、募集単位の見直

しを行う予定である。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【施設管理を委託している運営委員会

等に対するルールの明確化について】 

 指定管理者は、施設管理を委託してい

る各運営委員会等から会計報告書を受

け取っているものの、支出可能な費目や

領収書の添付、謝金の支払処理方法等の

規程が明確でないため、統一的な事務処

理がなされておらず、指定管理者におけ

るチェックも適切に実施できていない。

市は、各運営委員会等に対するルールを

明確にし、指定管理者が適切に支出内容

等をチェックできるような体制が整え

られるようにすることが望まれる。 

（市民文化スポーツ局スポーツ振興課）

 市で管理運営要領を再度確認し、経費

の支出等について、より適切な事務処理

ができ、チェックできる仕組みを作る予

定である。（Ｈ２７年度中） 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【利用者アンケート調査票の見直しに

ついて】 

 利用者アンケートの調査票は、表裏の

両面に回答欄があり、回収された調査票

を見ると、裏面のみ未回答のものが散見

された。 

 記入漏れを防ぐため、重要なアンケー

ト項目は、アンケート調査票の前半部分

に記載する等、市は、調査票の様式等に

ついて見直すことが望まれる。 

（市民文化スポーツ局スポーツ振興課）

 利用者アンケートの調査票は、通常、

表面のみの様式としている。 

平成２５年度については、質問数を増

やしたため裏面にも回答欄を設けたが、

平成２６度以降は、表面のみの記入の様

式としている。 

なお、監査の意見を踏まえ、今後、質

問数を増やす際は、未回答部分が生じな

いように様式を工夫する。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【指定管理者が実施する施設修繕等に

関する費用等の把握について】 

 施設の修繕等に関し、指定管理者実施

分について、共同事業体から一旦共同事

業体の構成企業であるＡ社に発注され、

Ａ社から工事実施業者に発注されてい

る。この場合、Ａ社の発注方法や工事実

施業者の受注金額について、書面上、市

は把握できない。 

透明性確保のため、共同事業体から直

接工事実施業者に発注するよう指導す

るとともに、修繕に要した経費について

市は適切に把握することが望まれる。 

（市民文化スポーツ局スポーツ振興課）

 平成２７年２月、他社に工事を依頼す

る場合は、共同事業体から直接工事実施

業者に発注するよう口頭にて指導した。
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（７）北九州市民球場等２スポーツ施設 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【一部利用料金制の導入について】 

 現在、本施設では、利用料金制を採用

しておらず、利用料金収入は市の収入と

なっている。そのため、指定管理者の努

力により、施設の利用者数を向上させ、

利用料金収入が増加しても、指定管理者

は、金銭的メリットを受けることができ

ない。 

市は、一部利用料金制等の導入を検討

することが望まれる。 

（市民文化スポーツ局スポーツ振興課）

 本市のスポーツ施設の利用状況や、他

都市の事例などを参考にしながら、対応

を検討したい。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【利用者アンケートの実施時期及び調

査票の見直しについて】 

 本施設の利用者アンケートは閑散期

の１２月から１月にかけて行われてお

り、施設の特性を考慮した実施時期が設

定されているとは言い難い。また、利用

者アンケートの調査票は、表裏の両面に

回答欄があり、回収された調査票を見る

と、裏面のみ未回答のものが散見され

た。 

市は、アンケートの実施時期及び調査

票の様式等について見直すことが望ま

れる。 

（市民文化スポーツ局スポーツ振興課）

利用者アンケートの調査票は、通常、

表面のみの様式としている。 

平成２５年度については、質問数を増

やしたため裏面にも回答欄を設けたが、

平成２６度以降は、表面のみの記入の様

式としている。 

なお、監査の意見を踏まえ、今後、質

問数を増やす際は、未回答部分が生じな

いように様式を工夫する。

実施時期については、利用者がより多

い時期にアンケートを実施することが、

アンケートの回答率の向上につながり、

施設運営状況をより正確に知る上で有

効と考えられることから、Ｈ２７年度ア

ンケートより、実施時期の前倒し（夏季

～秋季）を行う予定である。 
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（８）本城球場等３スポーツ施設（競技場、球場、運動場） 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【一部利用料金制の導入について】 

 現在、本施設では、利用料金制を採用

しておらず、利用料金収入は市の収入と

なっている。そのため、指定管理者の努

力により、施設の利用者数を向上させ、

利用料金収入が増加しても、指定管理者

は、金銭的メリットを受けることができ

ない。 

 市は、一部利用料金制等の導入を検討

することが望まれる。 

（市民文化スポーツ局スポーツ振興課）

 本市のスポーツ施設の利用状況や、他

都市の事例などを参考にしながら、対応

を検討したい。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【利用者アンケートの実施時期及び調

査票の見直しについて】 

 本施設の利用者アンケートは閑散期

の12月から１月にかけて行われており、

施設の特性を考慮した実施時期が設定

されているとは言い難い。また、利用者

アンケートの調査票は、表裏の両面に回

答欄があり、回収された調査票を見る

と、裏面のみ未回答のものが散見され

た。 

市は、アンケートの実施時期及び調査

票の様式等について見直すことが望ま

れる。 

（市民文化スポーツ局スポーツ振興課）

利用者アンケートの調査票は、通常、

表面のみの様式としている。 

平成２５年度については、質問数を増

やしたため裏面にも回答欄を設けたが、

平成２６度以降は、表面のみの記入の様

式としている。 

なお、監査の意見を踏まえ、今後、質

問数を増やす際は、未回答部分が生じな

いように様式を工夫する。

実施時期については、利用者がより多

い時期にアンケートを実施することが、

アンケートの回答率の向上につながり、

施設運営状況をより正確に知る上で有

効と考えられることから、Ｈ２７年度ア

ンケートより、実施時期の前倒し（夏季

～秋季）を行う予定である。 
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（９）商工貿易会館 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【利用実績の集計方法の見直しについ

て】 

現在、利用実績は、１日１件利用があ

れば、１日利用として集計されている。

 利用実績は、時間による集計を行うこ

とが望まれる。また、本施設への入居団

体とそれ以外の団体等を区分して利用

実績を集計することが望まれる。 

（産業経済局産業政策課） 

 時間による利用実績の集計について

は、監査の意見を踏まえ、効率的な集計

方法を検討しているところである。 

なお、本施設への入居団体とそれ以外

の団体等を区分して利用実績を集計す

ることについては、平成２６年度の事業

報告時より、内部と外部の利用の内訳を

示すよう指定管理者に依頼し、対応し

た。 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【利用者アンケートに対する対応状況

の報告の受領について】 

 利用者からの要望や苦情等について、

市に提出された事業報告書には、市に報

告したと記載されている。しかし、利用

者アンケートに記載された意見のうち、

施設に関する報告はあるが、職員の対応

等ソフト面についての報告はない。 

 施設利用者に対するサービス向上の

ため、適切に報告させることが望まれ

る。 

（産業経済局産業政策課） 

利用者アンケートの報告のうちソフ

ト面の報告については、監査の意見を踏

まえ、平成２６年度の事業報告時より、

アンケート報告書にソフト面の欄を設

けるよう指定管理者に依頼し、対応し

た。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【指定管理者選定時の提案書に対する

適切な審査の実施について】 

指定管理者選定時に提出された人員

計画表には、提出者の記載誤りにより、

提出者の正規職員として再委託先の人

員が記載されているが、この内容につい

て確認がなされていない。 

指定管理者検討会には、そのまま誤っ

た提案書が提出され審査されている。 

指定管理者の候補者選定権限は市に

あり、市が主体的に審査することが求め

られる。 

特に、指定管理者の人的基盤及び財政

的基盤は重要な評価項目であるため、市

は、適切に審査することが望まれる。 

（産業経済局産業政策課） 

 監査の意見を踏まえ、次回指定管理者

選定時は、特に指定管理者の人的基盤及

び財政的基盤等の項目について、適切に

審査してまいりたい。 
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（１０）小倉城、小倉城庭園 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【利用者アンケートの実施手法の見直

しについて】 

 本施設においても利用者アンケート

を実施しているが、回収率が低くなって

いる。 

 事前に市が中心となり、指定管理者と

内容、時期及びその実施方法について検

討した上で効果的にアンケートを実施

することが望まれる。 

（産業経済局観光課） 

監査の意見を踏まえ、指定管理者と協

議を行い、平成２７年５月よりアンケー

ト回答者には「小倉城クリアファイル」

を進呈することとし、アンケートへの協

力を呼びかける張り紙を施設に掲示す

ることとした。 
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（１１）自転車駐車場（２２か所） 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【次期指定管理者選定時における選定

方法の見直しについて】 

 平成２５年に指定管理者を募集・選定

した際、市は、２２か所ある自転車駐車

場を通常施設管理型１５か所と自転車

利用促進業務(提案)型７か所の２つに

区分して募集している。 

 しかし、現時点において両区分に明確

な差異は認められない。次期指定管理者

を募集・選定する際は、提案型における

状況を踏まえた上で、公募単位等選定方

法を見直すことが望まれる。 

（建設局道路維持課） 

平成２６年４月以降の指定管理者募

集にあたっては、平成２４年１１月に策

定した北九州市自転車利用環境計画に

基づき、自転車の利用を促進し、施設を

更に活用する目的として、一部の自転車

駐車場で自転車駐車場管理業務以外に、

自転車利用促進に関する業務の社会実

験を行うため、他の自転車駐車場とは別

にこれら業務のノウハウを有する業者

を指定管理者とするべく、自転車駐車場

に関しては２２場一括管理での募集で

あった公募を分割して行ったものであ

る。 

次期指定管理者の募集・選定時期は

「平成３０年度」であり、今後の提案型

事業の実施状況を踏まえ、選定方法の見

直しを行うかどうか検討していきたい。
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【自転車ロック後、営業時間外に出庫で

きる仕組みの導入について】 

営業時間内に出庫せずロックを掛け

られた自転車について、今後、自動式ゲ

ートを設置する場合においては、営業時

間外に出庫できるような仕組みの導入

を検討することが望まれる。 

（建設局道路維持課） 

管理員を配置していない営業時間外

に出庫可能なシステムとして、例えば、

超過料金を投入することで自動的にロ

ックが解除されるラックを設置するな

どの方法が考えられるが、設置費用と利

用見込み等を総合的に勘案して、設置に

ついて検討していきたい。 
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（１２）北九州市営駐車場（中央町、折尾駅前、黒崎駅西） 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【中央町駐車場施設の中長期的な修繕

計画の策定について】 

 中央町駐車場は、建築から４０年以上

経過しており、施設は老朽化している。

 施設を適切に維持管理するとともに、

今後の方向性を検討する上でも、中長期

的な修繕計画を策定することが望まれ

る。 

(建築都市局都市交通政策課) 

今後、公共駐車場としての機能や役

割、その採算性についての検討を行う中

で、必要に応じて中長期的な修繕計画に

ついても検討していく。 

（１３）自転車貸出し施設（河内） 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【施設利用者の増加策及びあり方の検

討について】 

本施設の利用者は減少傾向にある。利

用者は家族連れが多く、市では少子化が

進行している状況であるため、急激な利

用増加を見込むことは難しい。 

現状のまま、利用者の増加が見込まれ

ない場合には、施設のあり方について検

討するとともに、存続する場合は、自転

車の貸出しの無料化等による利用増加

を図るなどの対策をとることが望まれ

る。 

（建設局道路維持課） 

平成２６年度の利用者数は、指定管理

者が実施した利用促進策（毎月第２日曜

日の「わらべの日」における中学生以下

の利用者に粗品をプレゼント）や市が実

施した利用促進策（利用パンフレットを

市民センター等に配布、市政だよりに利

用案内掲載）の効果により増加してい

る。（河内サイクリングセンター H25 年

度利用者数：3,073 人、H26 年度利用者

数：4,360 人） 

今後も利用促進策を継続的に実施し、

利用者数の増加を図っていきたい。 



24 

（１４）門司麦酒煉瓦館 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【施設の中長期的な修繕計画の策定に

ついて】 

本施設は大正２年（1913 年）に建築さ

れており、平成１６年に耐震化等の改修

工事を経ているところではあるが、現在

100 年以上が経過しているため、近い将

来において大規模な修繕が必要となる

可能性があるとともに、その修繕方法に

ついても調査検討や資材の調達に時間

を要することが想定される。適宜、必要

な修繕が行われない場合、貴重な歴史的

建物の保存状態が悪化したり、トータル

コストが増加したりする可能性がある。

したがって、本施設に関し、中長期的

な修繕計画を策定し、計画的な修繕等を

行うことが望まれる。 

（建築都市局区画整理課） 

 築年数が１００年以上経過している

ことから、今後の維持管理を含め、施設

の中長期の修繕計画の策定が必要と認

識しており、今後の策定に向けて検討し

ていく。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【観光資源としての有効活用策の検討

について】 

施設の敷地を含む地区の区画整理事

業は終了しているが、当該土地区画整理

事業により取得した土地及び建物の管

理のため、現在でも本施設は建築都市局

整備部区画整理課の所管となっている。

しかし、本施設は、歴史的な建造物で

もあり、観光施設としての側面も有して

いるため、現状で問題が生じているわけ

ではないが、将来的には産業経済局の観

光関連部署の所管とすることについて、

検討することが望まれる。 

（建築都市局区画整理課） 

 門司麦酒煉瓦館の観光資源としての

有効活用策や歴史的建造物としての適

正な保存策（維持補修計画）を考える中

で、それらを推進するために最適な部署

について、関係局と協議しながら、検討

を進めていきたい。 
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（１５）響灘緑地（グリーンパーク） 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【指定管理者選定過程における、より慎

重な審査及び審査結果等の文書化につ

いて】 

平成２５年度の指定管理者の選定過

程において、検討会構成員の意見が分か

れており、評価の点差も少ない状況にあ

る。 

このような場合、選定過程の透明性及

び選定の公平性を確保するため、通常の

場合よりも慎重に審査するとともに、審

査過程やその結果について文書化する

ことが望まれる。 

（建設局公園管理課） 

検討会の評価結果の点差が少なかっ

たことから、「指定管理者候補選定マニ

ュアル」に基づき、公園緑地部内部だけ

でなく、局総務課と共に慎重な議論を行

い、候補者を決定した。 

次回選定時からは、平成２６年度に改

訂された指定管理者候補選定マニュア

ルにのっとって、特に慎重な議論を行

い、さらに当該議論の経過を公表資料に

記載する予定である。 
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（１６）山田緑地 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【指定管理者選定時の提案書に対する

適切な審査の実施について】 

指定管理者選定時の提案書において、

提出者の記載誤りにより正規職員の人

件費が最低賃金を下回ることになって

いるが、この内容について確認がなされ

ていない。 

指定管理者検討会には、そのまま誤っ

た提案書が提出され、検討会での構成員

の質問により審査に影響はないと考え

るが、指定管理者の候補者選定権限は市

にあり、市が主体的に審査することが求

められる。 

特に、指定管理者の人的基盤及び財政的

基盤は重要な評価項目であるため、市

は、適切に審査することが望まれる。 

（建設局公園管理課） 

 提案書等の補正の機会は、本市の工事

入札方式等と同様に、公平性の観点から

設けることは難しいと考えている。 

 次回選定時からは、提案書等の内容に

ついては、事前に十分な確認を行う。誤

りと思われる箇所は、提案者に確認を行

い、確認の結果、誤りであった場合は、

検討会構成員に対して提案書の説明を

行う際に、その旨の説明を行う予定であ

る。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【指定管理者選定過程における、より慎

重な審査及び審査結果等の文書化につ

いて】 

平成２５年度の指定管理者の選定過

程において、検討会構成員の意見が分か

れており、評価の点差も少ない状況にあ

る。 

このような場合、選定過程の透明性及

び選定の公平性を確保するため、通常の

場合よりも慎重に審査するとともに、審

査過程やその結果について文書化する

ことが望まれる。 

（建設局公園管理課） 

検討会の評価結果の点差が少なかっ

たことから、「指定管理者候補選定マニ

ュアル」に基づき、公園緑地部内部だけ

でなく、局総務課と共に慎重な議論を行

い、候補者を決定した。 

次回選定時からは、平成２６年度に改

訂された指定管理者候補選定マニュア

ルにのっとって、特に慎重な議論を行

い、さらに当該議論の経過を公表資料に

記載する予定である。 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【施設の利用状況の把握及び文書化に

ついて】 

施設の利用状況が大きく変動してい

たため、所管部署に質問したところ、所

管部署の担当者が異動しており、過去の

原因等については、詳細が不明とのこと

であった。 

関係書類の保存期間を過ぎていると

思われるが、その場合でも、当該施設に

関する重要な情報は引き継がれるよう

文書化及び保存しておくことが望まれ

る。 

（建設局公園管理課） 

 将来、必要となると思われる重要な事

項については、必要の是非を判断し、文

書化及び保存を行う。 
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（１７）白野江植物公園 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【基本協定に基づく指定管理者の決算

書類の速やかな受領について】 

基本協定書によれば、指定管理者の決

算終了後、速やかに決算書等の書類を市

に提出することとなっているが、市は指

定管理者から適時に提出を受けていな

い。 

指定管理者の財政状況を適時に把握

するためにも、決算終了後に速やかに提

出を受けることが望まれる。 

（建設局公園管理課） 

監査の意見を踏まえ、指定管理者の決

算書について、実査後速やかに提出を受

けた。７月決算後、早急に決算書の提出

を求めるとともに、速やかに提出を受け

るようマニュアルに追記し、改善を図っ

た。 
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（１８）全庁的な観点からの意見 

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【市による提案書の審査及び指定管理

者に対する補正の機会の付与について】

 現在、応募者の提案書等については、

軽微な修正を除き、補正が認められてい

ない。そのため、明らかな誤りがあるに

もかかわらずそのまま指定管理者検討

会の審査資料とされている事例が見受

けられた。 

 市は、検討会開催前に適切に提案書を

審査するとともに、指定管理者による補

正の機会を付与することについて、検討

することが望まれる。 

（総務企画局行政経営課）  

応募者の提案書等については、本市の

工事入札方式等と同様に、公平性の観点

から提出後の補正の機会を設けること

は難しいと考えている。 

 提案書等の内容については、これまで

も施設所管局が事前に確認を行うとと

もに、検討会構成員が、選定検討会のヒ

アリングの際に、疑問点等事実確認を行

った上で総合的に審査をしており、引き

続き同様の取扱いを行ってまいりたい。

なお、監査の意見を踏まえ、施設所管

局への説明会等において、指定管理者募

集時に提案書等提出資料の記載内容に

誤りがないよう留意することについて、

周知徹底した。
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【応募・選定に関する更新制の導入検討

について】 

 現在の指定管理者が次期も応募する

に当たって、優秀な評価を得ている場合

は、選定時の総合得点に加算する措置が

とられている。 

 他市においては、市の事務の効率化や

指定管理者の事業の継続性の確保等の

ため、更新制を導入している事例があ

る。 

 市は、これら他市事例を参考にした上

で、更新制の導入について検討すること

が望まれる。 

（総務企画局行政経営課） 

 指定管理者制度の重要なポイントで

ある「競争性」や「公正性・公平性」「透

明性」を確保するとともに、指定期間ご

とに、指定管理業務や施設のあり方その

ものを見直す機会とするため、引き続

き、現行制度による運用を行ってまいり

たい。 

 なお、市の事務の効率化や指定管理者

の事業の継続性の確保等については、監

査の意見を踏まえて、引き続き効果的な

方策について検討してまいりたい。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【利用料金制の積極的な導入及び利用

料金減免に対する精算方式の導入につ

いて】 

 「応募・選定に関する更新制の導入検

討について」で示した、応募選定に関す

るインセンティブに加え、さらに、指定

管理者がサービスの向上及び利用者の

拡大に対する意欲を向上させるため、更

なる金銭的インセンティブについても

導入を検討することが望まれる。 

（総務企画局行政経営課）

 監査の意見を踏まえ、利用料金制度に

ついては、引き続き積極的に導入してま

いりたい。

 また、利用料金の減免については、指

定管理者に金銭的不利益が生じること

のないように減免基準の明示や減免実

績の情報提供等を行い、その減免による

収入減等を加味して、指定管理料を設定

しているところである。 

 なお、減免の対象者が増加することに

ついては、全体的な利用者数が増加する

こととなり、毎年度の実績評価に反映さ

れ、次回選定時の加点にもつながるもの

であり、指定管理者としてのメリットは

大きい。 

 したがって、今後も現行制度の中で効

果的な運用を図ってまいりたい。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【本社経費等に関する計上手法のルー

ル化について】 

指定管理者において、業務実施に当た

り発生する本社経費に関し、収支計算書

に計上する方法や収支差額の処分方法

等についてルール化されておらず、施設

によって異なっている。 

 透明性や公平性の確保の観点から、ル

ール化することが望まれる。 

（総務企画局行政経営課） 

 監査の意見を踏まえ、各指定管理者の

本社経費を把握できるように、「募集要

項」に「一般管理費等」を計上するよう

明記するとともに、応募者の提出書類で

ある「収支計画書」「支出項目内訳」に

新たに「一般管理費等」の項目を設けた。

（H２７年３月改定）
これに合わせて、各施設所管局に対

し、本社経費等一般管理費について、応

募者に個別計上させるよう通知を発出

し、また新年度担当者説明会にて改定内

容を周知した。
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【指定管理に係る予算と実績の比較検

証及びそれを基にした指定管理料水準

の見直しについて】 

 市は、毎年度末に、基本協定に基づき、

指定管理者から「収支決算書」を提出さ

せている。 

 しかし、予算と実績の比較検証が十分

に行われておらず、その結果が次期指定

管理料水準の見直し等に活用されてい

ない。 

 市は、予実分析を行い、指定管理料の

水準の見直し等に活用することが望ま

れる。 

（総務企画局行政経営課） 

 監査の意見を踏まえ、料金収入の実績

や管理に要した経費等の収支状況につ

いて、指定管理者に対し、応募者の提出

書類である「収支計画書」の項目ごとに、

予算と決算（実績）を比較させ、その増

減理由について、収支決算書等に明記さ

せるよう「募集要項」に明記した。 

（H２７年３月改定）
 これに合わせて、各施設所管局に対

し、予実の比較検証の結果を基に、指定

管理料水準の検討や指定管理者の評価

への反映等を行うよう通知を発出し、ま

た新年度担当者説明会にて改定内容を

周知した。 
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監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

【指定管理者に対するモニタリングの

強化及びその文書化について】 

 市は、指定管理者から事業報告書及び

決算書を受領するとともに、施設の維持

管理及び経理等事務処理の状況につい

て、毎年モニタリングを行っている。 

 しかし、施設管理のモニタリングに関

し、指定管理者側でモニタリング結果を

記載し、市は、その結果の確認のみを行

っている事例や、経理処理等のモニタリ

ングについて会計帳簿類の有無は確認

しているが内容の閲覧を行っていない

事例などが見受けられた。 

 さらに、それらの実施手続や結果につ

いて文書化されていない状況にある。 

 市は、指定管理者に対するモニタリン

グを強化するとともに、その結果等につ

いて文書化することが望まれる。 

（総務企画局行政経営課） 

 監査の意見を踏まえ、「指定管理者に

よる公の施設の維持管理に係るモニタ

リング実施項目」及び「指定管理者によ

る公の施設の経理等事務処理に係るモ

ニタリング実施項目」に、新たに「備考」

欄及び「総合コメント」欄を設け、不備

等問題点やそれに対する指導内容、全般

的な意見を記載することとした。 

（H２７年３月改定）
 これに合わせて、各施設所管課に対

し、前述内容と各施設所管局が主体的に

行うことなど、モニタリングを適切に実

施するよう、通知を発出し、また新年度

担当者説明会にて改定内容を周知した。


